
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期

限
が
延
長

　

最
大
2
万
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
の
申
し
込
み
が
で
き
る
の
は
、
2

月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
申
請
し
た
方
で
す
。
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
の
申
込
期
限
が
2
月
末
か
ら
5

月
末
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
申
込
方

法
は
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
事
業
」
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
専
用
端
末
を
設

置
　

お
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
が
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し

込
み
に
対
応
し
て
い
な
い
方
向
け
に
、

市
役
所
に
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し

込
み
の
た
め
の
専
用
端
末
を
5
月
末

ま
で
設
置
し
て
い
ま
す
。
直
接
会
場

へ
。

対
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
申
請
し
、
す
で
に
取
得
し
た

方
時
月
曜
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）、

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
場
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
３
階
）持
▽▽
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
▽▽
マ※

イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
設
定
さ
れ
て
い
る
４
桁
の

暗
証
番
号
▽▽
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
Ｉ
Ｄ
・
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ー
コ
ー
ド
▽▽
本
人
名
義
の

通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
口

座
情
報
が
分
か
る
も
の（
公
金
受
取

口
座
の
登
録
を
希
望
す
る
場
合
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
４
桁
の

暗
証
番
号
が
分
か
ら
な
い
方
や
、
カ

ー
ド
取
得
時
に
暗
証
番
号
を
設
定
し

て
い
な
い
方
は
、
市
民
課（
市
役
所

１
階
14
番
窓
口
）で
電
子
証
明
書
に

関
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
な
お
、

電
子
証
明
書
に
関
す
る
手
続
き
を
し

た
当
日
や
、
カ
ー
ド
を
取
得
し
た
当

日
は
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
よ
び
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
制
度
に
関
す
る
こ
と
＝
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
1
2
0（
９
５
）0
1
7
8
▼
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
に
関
す

る
こ
と
＝
立
川
市
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
・
内
線
3
2
0
6

▼
電
子
証
明
書
の
登
録
に
関
す
る
こ

と
＝
市
民
課
窓
口
係・内
線
1
3
7
0

防
衛
省
の
交
付
金
を
ま
ち
づ
く

り
に
有
効
活
用
し
て
い
ま
す

　

市
は
、
防
衛
省
の
交
付
金
を
活
用

し
、
公
共
施
設
の
整
備
や
市
民
の
生

活
の
利
便
性
向
上
に
役
立
て
て
い
ま

す
。
令
和
4
年
度
に
実
施
し
た
事
業

は
次
の
と
お
り
で
す
。
く
わ
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交

付
金
事
業　

▼
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー

第
三
学
習
室
視
聴
覚
設
備
等
更
新
工

事
▼
練
成
館
中
規
模
改
修
工
事
▼
泉

町
庭
球
場
夜
間
照
明
設
備
改
修
工
事

▼
第
一
中
学
校
給
水
管
改
修
工
事
▼

第
一
中
学
校
校
庭
整
備
工
事
▼
第
九

中
学
校
改
修
工
事（
昇
降
機
設
備
）▼

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
購
入
事
業
▼
高

齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
事

　

個
人
情
報
保
護
法
が
一
部
改
正
さ

れ
、
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
改
正
は
、
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ

ル
化
の
情
勢
に
対
応
し
、「
個
人
情

報
の
保
護
」
と
「
デ
ー
タ
利
活
用
」

の
両
立
な
ど
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
各
自
治
体
の

条
例
に
よ
り
定
め
て
い
た
個
人
情
報

保
護
制
度
は
、
法
に
基
づ
く
全
国
的

な
統
一
ル
ー
ル
で
運
用
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
は
「
立

川
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
廃
止

し
、
新
た
に
「
立
川
市
個
人
情
報
保

護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
等
を

整
備
し
ま
し
た
。

　

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
、
市

民
の
方
々
の
大
切
な
情
報
で
す
。
市

で
は
制
度
改
正
の
主
旨
を
踏
ま
え
、

引
き
続
き
個
人
情
報
の
保
護
と
活
用

を
適
正
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

業
基
金
▼
子
ど
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
助
成
事
業
基
金
▼
自
動
体

外
式
除
細
動
器（
A
E
D
）整
備
事
業

基
金
▼
子
育
て
・
健
康
複
合
施
設
整

備
事
業
基
金

問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
9
1

不
用
品
の
処
分
に
無
許
可
の

回
収
業
者
を
利
用
し
な
い
で

く
だ
さ
い

　

家
庭
か
ら
出
た
家
電
製
品
や
粗
大

ご
み
等
を
回
収
す
る
に
は
、
市
の
委

託
や
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
無
許
可
の
回
収
業
者
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
産
業
廃
棄
物
処
理

業
や
古
物
商
の
許
可
だ
け
で
は
回
収

で
き
ま
せ
ん
。

　

無
許
可
の
業
者
に
よ
っ
て
回
収
さ

れ
た
家
電
製
品
や
粗
大
ご
み
等
が
、

不
法
投
棄
や
不
適
正
処
理
さ
れ
た
事

例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

粗
大
ご
み
収
集
の
申
し
込
み
や
、

家
電
製
品
等
の
不
用
品
処
分
で
お
困

り
の
方
は
、
ご
み
対
策
課
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
不
用
品
の
適
正
な
処
分

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ご
み
対
策
課
☎（
5
3
1
）5
5
1
7

「
市
民
マ
ッ
プ
」を
配
布

　

市
は
、
市
内
の
地
図
業
者
と
協
力

し
、
公
共
施
設
や
避
難
所
、
観
光
情

報
を
掲
載
し
た
「
市
民
マ
ッ
プ
」

（
縮
尺
1
万
分
の
1
、
A
1
判
）を
作

成
し
ま
し
た
。
次
の
施
設
で
3
月
22

日（
水
）か
ら
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

▼
市
役
所（
1
階
総
合
案
内
）、
窓
口

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
健
康
会
館
、

歴
史
民
俗
資
料
館
、
各
連
絡
所
・
地

域
学
習
館
・
図
書
館
・
市
民
体
育
館
・

福
祉
会
館

問
広
報
課
・
内
線
2
7
4
5

■
制
度
の
主
な
変
更
点

①
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
は
、
法
令
や
国
が
策
定
し
た
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
運
用
し
、
疑

義
が
生
じ
た
と
き
は
、
国
の
判
断
や

解
釈
に
従
い
ま
す
。

②
個
人
情
報
の
対
象
は
生
存
す
る
個

人
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
亡

く
な
っ
た
方
に
関
す
る
情
報
は
対
象

外
に
な
り
ま
す
。

③
郵
送
や
任
意
代
理
人
に
よ
る
個
人

情
報
の
開
示
請
求
等
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

④
市
が
ど
の
よ
う
な
個
人
情
報
を
保

有
す
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

概
要
を
ま
と
め
た
「
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
簿
」
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

公
表
し
、
透
明
性
の
向
上
を
図
り
ま

す
。

新型コロナウイルスワクチン接種

■新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
●東京都発熱相談センター　症状があり、かかりつけ医がいない方など

☎03（5320）4551、☎03（5320）4411ほか
〔土曜・日曜日、祝日を含む、24時間〕

●東京都電話相談窓口（新型コロナ・オミクロン株コールセンター）
症状はないが不安がある、感染予防や変異株に関して聞きたい方など

☎0570（550）571〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時～午後10時〕

問
文
書
法
政
課
情
報
公
開
係
・
内
線
3
3
0
5

個
人
情
報
保
護
制
度
が
変
わ
り
ま
す

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

新型コロナウイルス感染症対策

5 令和5年（2023年）3月10日

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎042（523）2111〔代表〕  Fax042（521）2653

　新型コロナウイルスワクチンは市内医療機関等で接種を受

けられます。くわしくは市ホームページをご覧いただくか、コ

ールセンターにお問い合わせください。

　ただし、重症化リスクが高い方への感染を防ぐため、次のような場

合にはマスクの着用を推奨します。

●医療機関を受診するときや、高齢者施設などを訪問するとき

●通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車するとき

●高齢者や妊婦、基礎疾患のある方など、重症化リスクの高い方が感

染拡大時に混雑した場所に行くとき

　国の指針で、これまで原則として屋外ではマスク不要、屋内ではマ

スク着用となっていました。３月13日㈪からは、個人の主体的な選

択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることになります。本

人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお

願いします。

■接種の予約・相談、お問い合わせ
●立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター

（コールセンター）
☎0120（741）567 
〔土曜・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時30分〕

立川市接種
予約システム

3月13日㈪からの
マスク着用の考え方

問健康推進課業務係☎（527）3632


